
伊佐米キャラクターデザイン使用取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、伊佐市のイメージアップ及び伊佐ブランド認証制度の広報並びに認証米の販売

促進のために制作した特定のキャラクターデザイン（以下「特定キャラクターデザイン」という。）

を使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 特定キャラクターデザイン 伊佐市公認キャラクター「イーサキング」（以下「イーサキン

グ」という。）を使用したデザインのうち、次のデザインとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 認証米 伊佐ブランド認証「米」認証要領（以下「認証要領」という。）第２条第２号に規

定する認証米のことをいう。 

 (３) 認証受証者 認証要領第 10 条に規定する認証の決定を受けた者のことをいう。 

 (４) 伊佐ブランド認証マーク 認証要領第 11 条に規定する認証の表示のことをいう。 

（使用の承認） 

第３条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときに特定キャラクターデザインの使用を認めるも

のとする。 

 (１) 伊佐市が認証米の販売促進及び伊佐ブランド推進のために使用するとき。 

 (２) 認証受証者（認証要領第 11 条第２項の規定に基づき認証の表示を代行することを認められ

た第三者を含む。）が認証米の販売促進のために認証米のパッケージに利用するとき。 

 (３) 伊佐市内の学校等が教育の目的で使用するとき。 

 (４) 国、地方公共団体及びそれに準ずる機関が広報及びそれに準ずる業務の目的で使用するとき。 

 (５) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。 

 (６) 個人が非営利目的で認証米及び伊佐ブランド認証制度の広報に寄与する情報発信に使用す

るとき。 

 (７) その他市長が特に必要と認めたとき。 

２ 前項第７号の規定により特定キャラクターを使用しようとする者（以下「申請者」という。）は、

あらかじめ特定キャラクター使用承認申請書（様式第１号）に必要な書類を添付して、市長に提

出し、その承認を受けなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請の内容を審査のうえ、その使用が適当と認めたときは、特定キャ

ラクター使用承認通知書（様式第２号）により、又は使用が不適当と認めたときは、特定キャラ
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クター使用不承認通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。 

４ 前項の規定により特定キャラクターの使用を承認された申請者は、その使用に係る内容を変更し

ようとするときは、あらかじめ市長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合にお

いて、前２条の手続きを準用する。 

（使用の方法） 

第４条 特定キャラクターデザインを使用する者（以下「使用者」という。）は、次の各号に掲げる

事項を遵守して使用しなければならない。 

 (１) 第３条第１項各号に規定する使用であっても、市長が特に指示するときは、これに従うこと。 

 (２) 定められた色、形等を正しく使用し、デザイン（色、形、字体など）を改変しないこと。 

 (３) イーサキングのキャラクター性やデザイン性を損なう使用をしないこと。 

 (４) 特定キャラクターデザインを商品自体に使用しないこと。 

 (５) 前条第２号による使用のときは、伊佐ブランド認証マークを必ず表示することとし、かつ特

定キャラクターデザインの大きさは認証米のパッケージの表示面の面積の３分の１以内での

使用とすること。 

（使用の制限） 

第５条 市長は、特定キャラクターデザインの使用が次の各号のいずれかに該当すると判断したとき

は、使用者に対し、使用の承認を取り消し、使用を中止させるものとする。 

 (１) 伊佐市の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げになるとき。 

 (２) 特定キャラクターデザインを前条に掲げる使用の方法に従って正しく使用しない、又は使用

しないおそれのあるとき。 

 (３) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。 

 (４) 特定の個人、政党又は宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそ

れのあるとき。 

 (５) 第３条第１項各号以外の使用を行う、又は行おうとするとき。 

 (６) 第３条第２項又は第４項の申請内容と異なる使用をする、又は使用しようとするとき。 

（使用料） 

第６条 特定キャラクターの使用料は無償とする。 

（目的外使用及び権利譲渡の禁止） 

第７条 使用者は、第３条第１項各号に認めるとき以外に特定キャラクターデザインを使用し、又は

その権利を譲渡し、もしくは転貸することができない。 

（事故、苦情等の処理） 

第８条 特定キャラクターの使用に関し事故又は苦情等が生じたときは、使用者の責務において必要

な措置を講じるものとする。 

（損失補償等の責任） 

第９条 市長は、特定キャラクターデザインの使用に係る損失補償等の一切の責任を負わない。 

（補則） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、特定キャラクターの使用に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

  



様式第１号 

 

年  月  日 

 

伊佐市長      様 

 

申請者 住所 

    氏名           ㊞ 

 

特定キャラクター使用承認申請書 

 

伊佐米キャラクターデザイン使用取扱要綱第３条第２項の規定により、下記のとおり使用し

たく申請します。 

記 

１ 使用目的  

２ 使用対象物  

３ 使用方法 
（種類・名称・規格・数量等） 

４ 使用場所  

５ 使用期間 
自     年  月  日 

至     年  月  日 

６ 担当者連絡先 

部署等： 

職・氏名： 

電話番号・ファックス番号： 

電子メールアドレス： 

申請に必要な添付書類（別添） 

（１）企画書等（レイアウト・図面等） 

（２）使用対象物の見本（写真でも可） 

（３）申請者の概要、現況等を示すもの（団体等による申請の場合のみ） 

（４）その他 

  



様式第２号 

     第    号 

    年   月   日 

 

          様 

 

特定キャラクター使用承認通知書 

 

    年  月  日付で申請のあったことについて、伊佐米キャラクターデザイン使用取扱要

綱第３条第３項の規定により、下記のとおり承認します。 

記 

使用者  

使用対象物等  

承認期間 
自    年  月  日 

至    年  月  日 

承認内容 申請内容のとおり承認する。 

特記事項  

使用条件 

（１）関係法令及び本要綱の規定、その他市長が必要と認める事項を遵守すること。 

（２）使用者による特定キャラクターデザイン及び類似するデザインの知的財産権に係る登録等（商

標登録、意匠登録等）は、一切認めない。 

（３）使用状況が分かる資料等（写真でも可）を速やかに市に提出すること。 

  



様式第３号 

     第    号 

    年   月   日 

 

          様 

 

特定キャラクター使用不承認通知書 

 

    年  月  日付で申請のあったことについて、伊佐米キャラクターデザイン使用取扱要

綱第３条第３項の規定により、下記のとおり承認しません。 

記 

申請者  

使用対象物等  

理由  

 


